
 

 
 

 
 
 

会社情報の適時開示に係る社内体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 当社に係る情報 子会社に係る情報 

取締役会、常務会 

各業務主管部門の長 

（連 絡） 

当該子会社の社長 

（報 告） 

管理本部経営企画室長（当社） 

（連 絡） 

管理本部総務部長 
情報取扱責任者と協議のうえ、適時開示の要否を判断 

名古屋証券取引所ＴＤｎｅｔにより適時開示 
 
・決算に関する情報（管理本部経理グループ） 
・決算に関する情報以外の情報 

（管理本部総務部総務グループ） 

プレス発表等 


